年　　　月　　　日
名古屋市省エネ家電への買い換え促進事務局　御中

名古屋市省エネ家電への買い換え促進事業　本申請書

　名古屋市省エネ家電への買い換え促進事業実施要綱第８条第２項の規定により、以下のとおり本申請を行います。
· 申請者情報
	店舗
	登録店舗番号(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ+数字3ｹﾀ)
	
	
	
	
	

	
	申請番号（数字5ｹﾀ）
	
	
	
	
	

	
	店舗名または屋号など
	

	
	郵便番号
	〒
	
	
	
	―
	
	
	
	

	
	住所（店舗所在地）
	名古屋市


	
	電話（代表）
	（　　　　　　　　）　　　　　　　　―　　　　　　　　

	
	FAX
	（　　　　　　　　）　　　　　　　　―　　　　　　　　

	担当者
	フリガナ
	

	
	氏名
	

	
	電話(緊急連絡先)
	（　　　　　　　　）　　　　　　　　―　　　　　　　　

	設置情報
	郵便番号
	〒
	
	
	
	―
	
	
	
	

	
	設置先住所
	名古屋市




●購入製品　※省エネ基準達成率が100％以上または多段階評価点が3.0以上
	設置完了日
	　　   年 　　月      日
	家電の種類
	□　エアコン　□　冷蔵庫

	メーカー名
	
	型番
	
	製造番号（任意）
	

	エアコン
（冷房能力）
	□　２.５kW未満
□　２.５kW以上３.６kW未満
□　３.６kW以上
	…　１０，０００ポイント
…　１５，０００ポイント
…　２０，０００ポイント

	冷蔵庫
（定格内容積）
	□　３５１Ｌ未満
□　３５１Ｌ以上 ４５１Ｌ未満
□　４５１Ｌ以上
	…　　８，０００ポイント
…　１５，０００ポイント
…　２０，０００ポイント


買い換え前家電の処分方法を選択し、〇をつけてください。（リサイクル・リユース）

●添付書類※1~3のうち、1つの資料で複数項目を証明できる場合は資料の重複提出は不要です。
　□　1.対象家電の購入日・型番や値引きしたことが確認できる資料（領収書の写し等）
　□　2.設置場所の住所が確認できる資料（納品書、取付工事注文書、配送注文書の写し等）
□　3.家電リサイクル券の写しまたはリサイクルを証明できる資料またはリユース（下取り
等）を証明できる資料
※リユースは製品を販売した登録店舗が発行する証明（登録店舗控え）のみ可
□　4.その他必要と認められる資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　）[bookmark: _Hlk226967928][bookmark: _Hlk226967929]名古屋市省エネ家電への買い換え促進事務局
FAX：052-386-3165　TEL：0120-876-880

②本

